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１ 学習評価の意義 

(1)  学習評価の充実 

平成 29 年改訂小中学校学習指導要領総則においては，児童生徒の主体的・対話的で深い学びの

実現に向けた授業改善と学習の過程や成果を評価する評価の改善を両輪として行っていくことの

必要性が明示されました。   

(2)  カリキュラム・マネジメントの一環としての指導と評価 

「学習評価」は「学習指導」とともに，学校の教育活動の根幹であり，教育課程に基づいて組織

的かつ計画的に教育活動の質の向上を図る「カリキュラム・マネジメント」の中核的な役割を担っ

ています。 

(3)  主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善と評価 

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善を通して各教科等における資質・能力を確

実に育成する上で，学習評価は重要な役割を担っています。 

(4)  学習評価の改善の基本的な方向性 

  (1)～(3)の学習評価の意義を踏まえ，学習指導要領改訂の趣旨を実現するためには，学習評価の 

在り方が極めて重要です。学習評価を真に意味のあるものとするために指導と評価の一体化を実

現することがますます求められています。 

    

 

 

 

 

２ 評価の観点の整理 

  育成を目指す資質・能力の三つの柱に基づいた目標や内容の再整理を踏まえ，観点別学習状況の

評価の観点については，小・中学校の各教科等を通じて「知識・技能」，「思考・判断・表現」，「主

体的に学習に取り組む態度」の３観点に整理されました。 

[平成 20 年改訂]          [平成 29 年改訂]  

 

 

 

 
 
 
 
 

    学習評価の基本的な考え方とはどのようなものですか。 

 

学習指導要領の目標及び内容が，資質・能力の三つの柱で再整理されたことを踏まえ，各

教科の評価の観点が，「知識・技能」，「思考・判断・表現」，「主体的に取り組む態度」の３観

点に整理され，それに伴い観点別学習状況の評価の考え方も変わりました。 

教師が児童生徒の学習状況を的確に捉え，授業改善を図るとともに，児童生徒が自らの学

びを振り返って次の学びに向かうことがきるようにするために「学習評価の在り方」が極めて

重要です。 

評 Q1 

評 A１ 

「指導と評価の一

体化」を図るために

は，児童生徒の学び

を振り返り，学習や指

導の改善に生かして

いくというＰＤＣＡサ

イクルが大切です。 

【ポイント】 

□ 児童生徒の学習改善につながるものにしていくこと 

□ 教師の指導改善につながるものにしていくこと 

□ これまで慣行として行われてきたことでも，必要性・ 

妥当性が認められないものは見直していくこと 

関心・意欲・態度 

思考・判断・表現 

技能 

知識・理解 

知識・技能 

思考・判断・表現 

主体的に学習に 
取り組む態度 

【参考】  
生涯にわたり学習する基盤が培

われるよう，基礎的な知識及び技能

を習得させるとともに，これらを活

用して課題を解決するために必要

な思考力，判断力，表現力その他の

能力をはぐくみ，主体的に学習に取

り組む態度を養うことに，特に意を

用いなければならない。（学校教育

法第 30条第２項） 

保健体育科（共通） 
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 ２で示した評価の観点の整理も踏まえて各教科における評価の基本構造が以下のように示されて

います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する参考資料」p.8 を基に作成，以下「学習評価参考資料」と記す。） 

 

４ 各教科における観点別学習状況の評価の考え方 

  

 

 

 

「知識・技能」                      「思考・判断・表現」 

 

 

 

 

 

 

「主体的に学習に取り組む態度」   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料を基に作成） 

 

 

 

 

 

 

 

３ 各教科における評価の基本構造 

各教科等の学習の過程を通した知識及び技能の習得状況に

ついて評価します。それらを既有の知識及び技能と関連付け

たり活用したりする中で，概念等として理解したり，技能を

習得したりしているかについて評価します。 

各教科等の知識及び技能を活用して

課題を解決する等のために必要な思考

力，判断力，表現力等を身に付けてい

るかどうかを評価します。 

上記の「各教科における評価の基本構造」を踏まえた３観点の評価それぞれについての考
え方は次のとおりです。なお，この考え方は，外国語活動（小学校），総合的な学習（探究）の時
間，特別活動においても同様です。 

②
自
ら
の
学
習
を
調
整
し
よ
う
と
す
る
側
面 

①粘り強い取組を行おうとする側面 

知識・技能 

「主体的に学習に取り組む態度」の評価につい

ては，「①知識及び技能を獲得したり，思考力，判

断力，表現力等を身に付けたりすることに向けた

粘り強い取組を行おうとする側面」と，「②①の粘

り強い取組を行う中で，自らの学習を調整しよう

とする側面」という二つの側面から評価すること

が求められます。 

これら①②の姿は実際の教科等の学びの中では

別々ではなく相互に関わり合いながら立ち現れる

ものと考えられます。例えば，自らの学習を全く調

整しようとせず粘り強く取り組み続ける姿や，粘

り強さが全くない中で自らの学習を調整する姿は

一般的ではありません。 

          （「学習評価参考資料」p.10 を基に作成） 
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５ 各教科における評価規準の作成について 

(1) 目標と観点の趣旨との対応関係について 

評価規準の作成に当たっては，各学校の実態に応じて目標に準拠した評価を行うために，「評価 

の観点及びその趣旨」が各教科等の目標を踏まえて作成されていること，また同様に，「学年別（又

は分野別）の評価の観点の趣旨」が学年（又は分野）の目標を踏まえて作成されていることを確認

することが必要です。 

 なお，「主体的に学習に取り組む態度」の観点は，教科等及び学年（又は分野）の目標の（３）に

対応するものですが，観点別学習状況の評価を通じて見取ることができる部分をその内容として整

理し，示していることを確認することが必要です。（詳細は，評Ｑ２参照） 

        

 学習指導要領「教科の目標」，「学年（又は分野）の目標」 

 （１） （２） （３） 

 
知識及び技能に関する目標 

思考力，判断力，表現力等に

関する目標 

学びに向かう力，人間性等に

関する目標 

  

 評価の観点及びその趣旨，学年別（又は分野別）の評価の観点の趣旨 

観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

趣旨 知識・技能の観点の趣旨 
思考・判断・表現の観点の 

趣旨 

主体的に学習に取り組む態度

の観点の趣旨 

（「学習評価参考資料」pp.13-14 より） 

 

 

 

 

（2） 「内容のまとまりごとの評価規準」とは 

   

 

 

 

 

 

（3） 「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の基本的な手順 

   各教科における，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の基本的な手順は以下のとお

りです。 

 

 

 

 学習指導要領に示された教科及び学年（又は分野）の目標を踏まえて，「評価の観点及びその 

趣旨」が作成されていることを理解した上で， 

①  各教科における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認する。 

②  【観点ごとのポイント】を踏まえ，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。 

「内容のまとまり」とは，学習指導要領に示す各教科等の「第２ 各学年の目標及

び内容」の「２ 内容」の項目等をそのまとまりごとに細分化したり整理したりしたも

のです。基本的には，学習指導要領に示す各教科等の「第２ 各学年（又は分野）の目

標及び内容」の「２ 内容」において，「内容のまとまり」ごとに育成を目指す資質・

能力が示されています。このため，「２ 内容」の記載はそのまま学習指導の目標とな

り得るものとなっています。（詳細は，評Ｑ２参照） 

 指導と評価の計画を作成し，評価規準に基づいた「知識・技能」，「思考・判断・表現」，

「主体的に学習に取り組む態度」の３観点の観点別評価を実施することで，児童生徒の姿

が，教科の目標や学年の目標に近付いていくことになります。 

-3-



 

 

                                        （中学校） 

 

 

 

 

 

 

 
 
※ ここでは，〔体育分野〕第１学年及び第２学年「Ｅ 球技」，〔保健分野〕第２学年「(3) 傷害の 

防止」を取り上げて説明します。 

１ 新学習指導要領における教科の目標と評価の観点の関連 

 (1)  保健体育科の目標と保健体育科の評価の観点及びその趣旨 

   教科の目標の（１）～（３）と，それぞれ評価の観点及びその趣旨が合うようになっています。 

保健体育科の目標 

（１） （２） （３） 

各種の運動の特性に応じた技

能等及び個人生活における健
康・安全について理解するとと
もに，基本的な技能を身に付け

るようにする。 

運動や健康についての自他の課

題を発見し，合理的な解決に向け
て思考し判断するとともに，他者
に伝える力を養う。 

生涯にわたって運動に親しむ

とともに健康の保持増進と体
力の向上を目指し，明るく豊か
な生活を営む態度を養う。 

 

保健体育科 評価の観点及びその趣旨 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

運動の合理的な実践に関する

具体的な事項や生涯にわたっ
て運動を豊かに実践するため
の理論について理解していると

ともに，運動の特性に応じた基
本的な技能を身に付けている。
また，個人生活における健康・

安全について科学的に理解し
ているとともに，基本的な技能
を身に付けている。 

自己や仲間の課題を発見し，合

理的な解決に向けて，課題に応じ
た運動の取り組み方や目的に応
じた運動の組み合わせ方を工夫
しているとともに，それらを他者
に伝えている。また，個人生活に
おける健康に関する課題を発見

し，その解決を目指して科学的に
思考し判断しているとともに，そ
れらを他者に伝えている。 

運動の楽しさや喜びを味わう

ことができるよう，運動の合理
的な実践に自主的に取り組もう
としている。また，健康を大切に

し，自他の健康の保持増進や回
復についての学習に自主的に
取り組もうとしている。 

        （「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料より 下線，太字は筆者による） 

(2)  各分野の目標と各分野の評価の観点の趣旨 

   分野の目標の（１）～（３）が，それぞれ評価の観点に合うようになっています。 

  ① 体育分野の目標と体育分野の評価の観点の趣旨 

保健体育科 体育分野の目標 

（１） （２） （３） 

運動の合理的な実践を通して，
運動の楽しさや喜びを味わい，

運動を豊かに実践することが
できるようにするため，運動，
体力の必要性について理解す

るとともに，基本的な技能を身
に付けるようにする。 

運動についての自己の課題を
発見し，合理的な解決に向けて
思考し判断するとともに，自己
や仲間の考えたことを他者に
伝える力を養う。 

運動における競争や協働の経
験を通して，公正に取り組む，

互いに協力する，自己の役割を
果たす，一人一人の違いを認め
ようとするなどの意欲を育て

るとともに，健康・安全に留意
し，自己の最善を尽くして運動
をする態度を養う。 

 

保健体育科 

    保健体育科の評価の観点は，どのように変わりましたか。 

   「運動や健康・安全への関心・意欲・態度」，「運動や健康・安全についての思考・判断」，

「運動の技能」，「運動や健康・安全についての知識・理解」の４観点から，「知識・技能」，

「思考・判断・表現」，「主体的に学習に取り組む態度」の３観点に変わりました。この３観点

は，指導と評価の一体化を実現するために，教科の目標及び内容を踏まえて整理されています。 

評 Q２ 

評 A２ 
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保健体育科 体育分野 評価の観点及びその趣旨 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

各運動の特性や成り立ち，技の
名称や行い方，伝統的な考え

方，各領域に関連して高まる体
力，健康・安全の留意点につい
ての具体的な方法及び運動や

スポーツの多様性，運動やスポ
ーツの意義や効果と学び方や
安全な行い方についての考え

方を理解しているとともに，各
領域の運動の特性に応じた基
本的な技能を身に付けている。 

運動を豊かに実践するための
自己の課題を発見し，合理的な

解決に向けて，課題に応じた運
動の取り組み方や目的に応じた
運動の組み合わせ方を工夫して
いるとともに，それらを他者に
伝えている。 

運動の楽しさや喜びを味わう
ことができるよう，公正，協力，

責任，共生などに対する意欲を
もち，健康・安全に留意して，
学習に積極的に取り組もうとし
ている。 

（「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料より 下線，太字は筆者による） 

  ② 保健分野の目標と保健分野の評価の観点の趣旨 

保健体育科 保健分野の目標 

（１） （２） （３） 

個人生活における健康・安全に

ついて理解するとともに，基本
的な技能を身に付けるように
する。 

健康についての自他の課題を
発見し，よりよい解決に向けて
思考し判断するとともに，他者
に伝える力を養う。 

生涯を通じて心身の健康の保

持増進を目指し，明るく豊かな 
生活を営む態度を養う。 

 

保健体育科 保健分野 評価の観点及びその趣旨 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

健康な生活と疾病の予防，心身
の機能の発達と心の健康，傷害

の防止，健康と環境について，
個人生活を中心として科学的
に理解しているとともに，基本

的な技能を身に付けている。 

健康な生活と疾病の予防，心身
の機能の発達と心の健康，傷害

の防止，健康と環境について，
個人生活における健康に関す
る課題を発見し，その解決を目
指して科学的に思考し判断して
いるとともに，それらを他者に
伝えている。 

健康な生活と疾病の予防，心身
の機能の発達と心の健康，傷害

の防止，健康と環境について，
自他の健康の保持増進や回復
についての学習に自主的に取り
組もうとしている。 

（「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料より 下線，太字は筆者による） 

２ 「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係 

 (1)  「内容のまとまり」とは 

   保健体育における「内容のまとまり」とは，体育分野の八つの領域と保健分野の四つの内容を指

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔体育分野 第１学年及び第２学年〕 

「Ａ 体つくり運動」 

「Ｂ 器械運動」 

「Ｃ 陸上競技」 

「Ｄ 水泳」 

「Ｅ 球技」 

「Ｆ 武道」 

「Ｇ ダンス」 
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【例１ 〔体育分野〕第１学年及び第２学年「Ｅ 球技」と「評価の観点」の関係】 

Ｅ 球技 

球技について，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

(1) 次の運動について，勝敗を競う楽しさや喜びを味わい，球技の特性や成り立ち，技術

の名称や行い方，その運動に関連して高まる体力などを理解するとともに，基本的な技

能や仲間と連携した動きでゲームを展開すること。 

ア ゴール型では，ボール操作と空間に走り込むなどの動きによってゴール前での攻防

をすること。 

イ ネット型では，ボールや用具の操作と定位置に戻るなどの動きによって空いた場所

をめぐる攻防をすること。 

ウ ベースボール型では，基本的なバット操作と走塁での攻撃，ボール操作と定位置で

の守備などによって攻防をすること。 

(2) 攻防などの自己の課題を発見し，合理的な解決に向けての運動の取り組み方を工夫す

るとともに，自己や仲間の考えたことを他者に伝えること。 

(3) 球技に積極的に取り組むとともに，フェアなプレイを守ろうとすること，作戦などに

ついての話合いに参加しようとすること，一人一人の違いに応じたプレイなどを認めよ

うとすること，仲間の学習を援助しようとすることなどや，健康・安全に気を配ること。 

（中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 pp.121-129 より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)  「内容のまとまり」と「評価の観点」の例 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Ｈ 体育理論」 (1) 運動やスポーツの多様性 

(2) 運動やスポーツの意義や効果と学び方や安全な行い方 

 

〔体育分野 第３学年〕 

「Ａ 体つくり運動」 

「Ｂ 器械運動」 

「Ｃ 陸上競技」 

「Ｄ 水泳」 

「Ｅ 球技」 

「Ｆ 武道」 

「Ｇ ダンス」 

「Ｈ 体育理論」 (1) 文化としてのスポーツの意義 

 

〔保健分野〕 

(1) 健康な生活と疾病の予防 

(2) 心身の機能の発達と心の健康 

(3) 傷害の防止 

(4) 健康と環境 
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(1) の項目は，知識及び技能について評価する内容です。 

 (2) の項目は，思考力，判断力，表現力等について評価する内容です。 

 (3) の項目は，学びに向かう力，人間性等について評価する内容です。 

以下に示した評価の観点では，(1) の項目は「知識・技能」，(2) の項目は「思考・判断・

表現」，(3) の項目は「主体的に学習に取り組む態度」にあてはまります。 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

(1) の項目 (2) の項目 (3) の項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例２ 〔保健分野〕の項目(3)「傷害の防止」と「評価の観点」の関係】 

(3) 傷害の防止について，課題を発見し，その解決を目指した活動を通して，次の事項を身

に付けることができるよう指導する。 

ア 傷害の防止について理解を深めるとともに，応急手当をすること。 

(ｱ) 交通事故や自然災害などによる傷害は，人的要因や環境要因などが関わって発生す

ること。 

(ｲ) 交通事故などによる傷害の多くは，安全な行動，環境の改善によって防止できるこ

と。 

(ｳ) 自然災害による傷害は，災害発生時だけでなく，二次災害によっても生じること。

また，自然災害による傷害の多くは，災害に備えておくこと，安全に避難することに

よって防止できること。 

(ｴ) 応急手当を適切に行うことによって，傷害の悪化を防止することができること。ま

た，心肺蘇
そ

生法などを行うこと。 

イ 傷害の防止について，危険の予測やその回避の方法を考え，それらを表現すること。 

               （中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 p.219 より） 

アの項目は，知識及び技能について評価する内容です。 

 イの項目は，思考力，判断力，表現力等について評価する内容です。 

以下に示した評価の観点では，ア・イの項目は，「知識・技能」・「思考・判断・表現」にあ 

てはまりますが，保健分野では，学習指導要領の内容に「学びに向かう力，人間性等」に関す

る内容が示されていないことから，「主体的に学習に取り組む態度」については，保健分野の 

目標である「生涯を通じて心身の健康の保持増進を目指し，明るく豊かな生活を営む態度を養

う」と示している部分を参考にします。 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

アの項目 イの項目 

※ 内容に「学びに向かう力，人間性
等」に関する内容が示されていな
いことから，「主体的に学習に取り
組む態度」については，保健分野の
目標である「生涯を通じて心身の
健康の保持増進を目指し，明るく
豊かな生活を営む態度を養う」と
示している部分を参考にします。 
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                                        （中学校） 

 

 

 

 

 

※ ここでは，〔体育分野〕第１学年「Ｅ 球技（ゴール型）」，〔保健分野〕第２学年「(3) 傷害の防止」
を取り上げて説明します。 

１ 「体育分野」について 

(1) 授業で評価する評価規準を作成するまでの流れ 

 

 

 

 

 

 

(2) 単元の評価規準を作成するに当たって 

ア 「単元の目標」を作成 

 ・ 学習指導要領の目標や内容，学習指導要領解説等を踏まえます。 

・ 生徒の実態，前単元までの学習状況等を踏まえます。 

・ 生徒や各学校の実態に応じた指導計画で，中学校の３学年間を見通して定めます。 

  イ  「内容のまとまり」ごとに，全ての「単元の評価規準」を作成 

カリキュラム・マネジメント充実の視点から，第１学年及び第２学年，第３学年の「内容のま

とまり」ごとに，例示の文末を変えるなどして，全ての「単元の評価規準」を作成しておきます。     

ウ 「単元の評価規準」を作成 

    「内容のまとまり」ごとに，育成する資質・能力のバランスを検討した上で指導事項を配置し，そ

れに対応した「単元の評価規準」を全ての「単元の評価規準」から選択するなどして設定します。 

※ 評価規準を作成したら，指導と評価の計画を立てます。 

 

 

 

○ 知識・技能の評価規準作成                

学習指導要

領 の 「 ２ 

内容」 

知識及び技能 

(1) 次の運動について，勝敗を競う楽しさや喜びを

味わい，球技の特性や成り立ち，技術の名称や行

い方，その運動に関連して高まる体力などを理解

するとともに，基本的な技能や仲間と連携した動

きでゲームを展開すること。 

ア ゴール型では，ボール操作と空間に走り込む

などの動きによってゴール前での攻防をする

こと。 

イ ネット型では，ボールや用具の操作と定位置

に戻るなどの動きによって空いた場所をめぐ

る攻防をすること。 

保健体育科 

    保健体育科の評価規準は，どのように作成すればよいですか。 

   「内容のまとまりごとの評価規準」の考え方を踏まえ，「単元の目標」及び「単元の評価規

準」を各学校において作成します。 

評 Q３ 

評 A３ 

１ 「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認します。 （評Ｑ２） 

２ 「内容のまとまりごとの評価規準」を作成します。 

３ 単元の評価規準を作成します。 

(1) 「単元の目標」を作成します。 

 (2) 「内容のまとまり」ごとに，全ての「単元の評価規準」を作成します。 

 (3) 「単元の評価規準」を作成します。 

単元の評価規準（例：第１学年「Ｅ 球技（ゴール型）」）作成の手順 

〈作成のポイント〉 

学習指導要領解説から，
第１学年及び第２学年の
「Ｅ 球技」の指導内容
を確認します。 
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ウ ベースボール型では，基本的なバット操作と

走塁での攻撃，ボール操作と定位置での守備な

どによって攻防をすること。 
 

内容のまと

まりごとの

評価規準 

（例） 

知識・技能 

○ 知識 

・ 球技の特性や成り立ち，技術の名称や行い方，

その運動に関連して高まる体力などについて

理解している。 

○ 技能 

・ ゴール型では，ボール操作と空間に走り込む

などの動きによってゴール前での攻防をする

ことができる。 

・ ネット型では，ボールや用具の操作と定位置

に戻るなどの動きによって空いた場所をめぐ

る攻防をすることができる。 

・ ベースボール型では，基本的なバット操作と

走塁での攻撃，ボール操作と定位置での守備な

どによって攻防をすることができる。 
 

全ての「単

元の評価規

準」の例 

 知識・技能 

〇 知識 

・ 球技には，集団対集団，個人対個人で攻防を

展開し，勝敗を競う楽しさや喜びを味わえる特

性があることについて，言ったり書き出したりし

ている。 

・ 学校で行う球技は近代になって開発され，今

日では，オリンピック・パラリンピック競技大

会においても主要な競技として行われているこ

とについて，言ったり書き出したりしている。 

・ 球技の各型の各種目において用いられる技術

には名称があり，それらを身に付けるためのポ

イントがあることについて，学習した具体例を

挙げている。 

・ 対戦相手との競争において，技能の程度に応

じた作戦や戦術を選ぶことが有効であることに

ついて，学習した具体例を挙げている。 

・ 球技は，それぞれの型や運動種目によって主

として高まる体力要素が異なることについて，

学習した具体例を挙げている。 

〇 技能 

・ ゴール方向に守備者がいない位置でシュート

をすることができる。 

・ マークされていない味方にパスを出すことが

できる。 

・ 得点しやすい空間にいる味方にパスを出すこ

とができる。 

・ パスやドリブルなどでボールをキープするこ

学習指導要領の(1)の文
章中，「知識」について該
当する箇所は「球技の特
性や成り立ち，（略）につ
いて理解する」の部分で
あり，「技能」について該
当する箇所は，各型（領
域の内容）の技能の指導
内容を示した「ア，イ，ウ」
の部分です。 
 
「知識」については，学習
指導要領の(1)で育成を
目指す資質・能力に該当
する指導内容について，
その文末を「～について
理解している」として，評
価規準を作成します。 
 
「技能」については，学習
指導要領の(1)で育成を
目指す資質・能力に該当
する各型（領域の内容）
の技能の指導内容につ
いて，その文末を「～で
きる」として，評価規準を
作成します。 

内容のまとまりごとに，
学習指導要領解説に示
されている内容の文末
を変えるなどして，全て
の単元の評価規準を作
成します。 
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とができる。 

・ ボールとゴールが同時に見える場所に立つこ

とができる。 

・ パスを受けるために，ゴール前の空いている

場所に動くことができる。 

・ ボールを持っている相手をマークすることが

できる。 

※ ネット型，ベースボール型は省略 
 

「単元の評

価規準」の

例 

知識・技能 

〇 知識 

① 球技には，集団対集団，個人対個人で攻防を

展開し，勝敗を競う楽しさや喜びを味わえる特

性があることについて，言ったり書き出したりし

ている。 

② 球技の各型の各種目において用いられる技

術には名称があり，それらを身に付けるための

ポイントがあることについて，学習した具体例

を挙げている。 

〇 技能 

① ゴール方向に守備者がいない位置でシュー

トをすることができる。 

② 得点しやすい空間にいる味方にパスを出す

ことができる。 

③ ボールとゴールが同時に見える場所に立つ

ことができる。 

 

○ 思考・判断・表現の評価規準作成 

学習指導要

領 の 「 ２ 

内容」 

思考力，判断力，表現力等 

(2) 攻防などの自己の課題を発見し，合理的な解決

に向けて運動の取り組み方を工夫するとともに，

自己や仲間の考えたことを他者に伝えること。 
 

内容のまと

まりごとの

評価規準 

（例） 

思考・判断・表現 

・ 攻防などの自己の課題を発見し，合理的な解決

に向けて運動の取り組み方を工夫するとともに，

自己や仲間の考えたことを他者に伝えている。 
 

全ての「単

元の評価規

準」の例 

思考・判断・表現 

・ 提示された動きのポイントやつまずきの事例

を参考に，仲間の課題や出来映えを伝えている。 

・ 提供された練習方法から，自己やチームの課題

に応じた練習方法を選んでいる。 

・ 学習した安全上の留意点を，他の学習場面に当

てはめ，仲間に伝えている。 

・ 練習やゲームの場面で，最善を尽くす，フェア

なプレイなどのよい取組を見付け，理由を添えて

他者に伝えている。 

〈作成のポイント〉 

育成する資質・能力のバ
ランスを検討した上で指
導事項を配置し，「全て
の単元の評価規準」から
選択するなどして，「単
元の評価規準」を作成し
ます。 

学習指導要領の(2)で育
成を目指す資質・能力に
該当する指導内容につい
て，その文末を「～課題を
発見し，～を工夫するとと
もに，～を他者に伝えて
いる」として，評価規準を
作成します。 

内容のまとまりごとに，学
習指導要領解説に示され
ている内容の文末を変え
るなどして，全ての単元の
評価規準を作成します。 

学習指導要領解説から，
第１学年及び第２学年の
「Ｅ 球技」の指導内容を
確認します。 

-10-



 

・ 仲間と協力する場面で，分担した役割に応じた

活動の仕方を見付けている。 

・ 仲間と話し合う場面で，提示された参加の仕方

に当てはめ，チームへの関わり方を見付けている。 

・ 体力や技能の程度，性別等の違いを踏まえて，

仲間とともに楽しむための練習やゲームを行う

方法を見付け，仲間に伝えている。 
 

「単元の評

価規準」の

例 

思考・判断・表現 

① 提示された動きのポイントやつまずきの事例

を参考に，仲間の課題や出来映えを伝えている。 

② 仲間と協力する場面で，分担した役割に応じた

活動の仕方を見付けている。 

③ 仲間と話し合う場面で，提示された参加の仕方

に当てはめ，チームへの関わり方を見付けている。 

 

 ○ 主体的に学習に取り組む態度の評価規準作成 

学習指導要

領 の 「 ２ 

内容」 

学びに向かう力，人間性等 

(3) 球技に積極的に取り組むとともに，フェアなプ

レイを守ろうとすること，作戦などについての話

合いに参加しようとすること，一人一人の違いに

応じたプレイなどを認めようとすること，仲間の

学習を援助しようとすることなどや，健康・安全

に気を配ること。 
 

内容のまと

まりごとの

評価規準 

（例） 

主体的に学習に取り組む態度 

・ 球技に積極的に取り組むとともに，フェアなプ

レイを守ろうとすること，作戦などについての話

合いに参加しようとすること，一人一人の違いに

応じたプレイなどを認めようとすること，仲間の

学習を援助しようとすることなどをしたり，健

康・安全に気を配ったりしている。 
 

全ての「単

元の評価規

準」の例 

主体的に学習に取り組む態度 

・ 球技の学習に積極的に取り組もうとしている。 

・ マナーを守ったり相手の健闘を認めたりして，

フェアなプレイを守ろうとしている。 

・ 作戦などについての話合いに参加しようとしている。 

・ 一人一人の違いに応じた課題や挑戦及び修正

などを認めようとしている。 

・ 練習の補助をしたり仲間に助言したりして，仲

間の学習を援助しようとしている。 

・ 健康・安全に留意している。 
 

「単元の評

価規準」の

例 

主体的に学習に取り組む態度 

① 練習の補助をしたり仲間に助言したりして，仲

間の学習を援助しようとしている。 

② 健康・安全に留意している。 

学習指導要領の(3)で育
成を目指す資質・能力に
該当する指導内容につい
て，その文末を「～してい
る」として，評価規準を作
成します。 

内容のまとまりごとに，学
習指導要領解説に示され
ている内容の文末を変え
るなどして，全ての単元の
評価規準を作成します。 

育成する資質・能力のバ
ランスを検討した上で指
導事項を配置し，「全ての
単元の評価規準」から選
択するなどして，「単元の
評価規準」を作成します。 

学習指導要領解説から，
第１学年及び第２学年の
「Ｅ 球技」の指導内容を
確認します。 

〈作成のポイント〉 

育成する資質・能力のバ
ランスを検討した上で指
導事項を配置し，「全ての
単元の評価規準」から選
択するなどして，「単元の
評価規準」を作成します。 
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２ 「保健分野」について 

(1) 授業で評価する評価規準を作成するまでの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 単元の評価規準を作成するに当たって 

ア 「単元の目標」を作成 

 ・ 学習指導要領の目標や内容，学習指導要領解説等を踏まえます。 

・ 生徒の実態，前単元までの学習状況等を踏まえます。 

・ 生徒の発達の段階や各学校の実態に応じた指導計画で，中学校の３学年間を見通して定めます。 

  イ  「単元の評価規準」を作成 

    生徒の実態等を考慮しつつ，「内容のまとまりごとの評価規準」を踏まえ作成します。本事例で

は，「知識・技能」「思考・判断・表現」については学習指導要領解説の内容，「主体的に学習に取

り組む態度」については改善等通知の「観点の趣旨」を踏まえます。 

※ 評価規準を作成したら，指導と評価の計画を立てます。 

 

 

 

○ 知識・技能の評価規準作成                

学習指導要

領 の 「 ２ 

内容」 

知識及び技能 

ア 傷害の防止について理解を深めるとともに，応

急手当をすること。 

(ｱ) 交通事故や自然災害などによる傷害は，人的

要因や環境要因などが関わって発生すること。 

(ｲ) 交通事故などによる傷害の多くは，安全な行

動，環境の改善によって防止できること。 

(ｳ) 自然災害による傷害は，災害発生時だけでな

く，二次災害によっても生じること。また，自

然災害による傷害の多くは，災害に備えておく

こと，安全に避難することによって防止できる

こと。 

(ｴ) 応急手当を適切に行うことによって，傷害の 

悪化を防止することができること。また，心肺 

蘇
そ

生法などを行うこと。 

 

１ 「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認します。 （評Ｑ２） 

２ 「内容のまとまりごとの評価規準」を作成します。 

３ 単元の評価規準を作成します。 

(1) 「単元の目標」を作成します。 

 (2) 「内容のまとまり」ごとに，全ての「単元の評価規準」を作成します。 

 (3) 「単元の評価規準」を作成します。 

※ 保健分野では，「内容のまとまり」をそのまま「単元」として捉える場合と，「内容のまと 

まり」をいくつかの「単元」分けて単元設定する場合が想定されます。 

※ 本事例では，「内容のまとまりごとの評価規準」を基に，解説の表記などを用いて学習活動

レベルに対応した「単元の評価規準」作成します。これは，これまでの「学習活動に即した 

評価規準」と同じ性質をもつものといえます。そのため，本事例では，「学習活動に即した評

価規準」は別途提示しないこととしました。 

単元の評価規準（例：第２学年「(3) 傷害の防止」）作成の手順 

〈作成のポイント〉 

学習指導要領解説から，
「（3） 傷害の防止」の
指導内容を確認します。 
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内容のまと

まりごとの

評価規準 

（例） 

知識・技能 

・ 交通事故や自然災害などによる傷害は，人的要
因や環境要因などが関わって発生することを理
解している。 

・ 交通事故などによる傷害の多くは，安全な行
動，環境の改善によって防止できることを理解し
ている。 

・ 自然災害による傷害は，災害発生時だけでな
く，二次災害によっても生じること。また，自然
災害による傷害の多くは，災害に備えておくこ
と，安全に避難することによって防止できること
を理解している。 

・ 応急手当を適切に行うことによって，傷害の悪
化を防止することができることを理解している
とともに，心肺蘇生法などの技能を身に付けてい
る。 

 

「単元の評

価規準」の

例 

知識・技能 

① 交通事故や自然災害などによる傷害は，人的要

因，環境要因及びそれらの相互の関わりによって

発生することについて，理解したことを言ったり書

いたりしている。 

② 交通事故などによる傷害を防止するためには，

人的要因や環境要因に関わる危険を予測し，それ

ぞれの要因に対して適切な対策を行うことが必要

であり，人的要因に対しては，安全に行動するこ

と，環境要因に対しては，交通環境などの整備，改

善をすることがあることや，交通事故を防止する

ためには，自転車や自動車の特性を知り，交通法

規を守り，周囲の状況に応じ，安全に行動するこ

とが必要であることついて，理解したことを言った

り書いたりしている。 

③ 自然災害による傷害は，例えば，地震が発生し

た場合に家屋の倒壊などによる危険が原因とな

って生じることや，地震に伴って発生する津波な

どの二次災害によっても生じること。また，自然

災害による傷害の防止には，自他の安全を確保す

るために冷静かつ迅速に行動する必要があるこ

とついて，理解したことを言ったり書いたりしてい

る。 

④ 傷害が発生した際に，迅速かつ適切な手当は傷

害の悪化を防止できることや，応急手当には止血

や患部の保護や固定があり，その方法について，

理解したことを言ったり書いたりしているととも

に，実習を通して包帯法や止血法としての直接圧

迫法ができる。 

⑤ 心肺停止に陥った人に遭遇したときの応急手

当には，気道確保，人工呼吸，胸骨圧迫，AED 使

「知識」については，学習
指導要領の内容「ア 傷
害の防止について理解
を深めるとともに，応急
手当をすること。」のうち
「傷害の防止について理
解を深める」と示してい
る部分が該当し，評価規
準は，その文末を「～に
ついて理解している」と
して作成します。 
 
「技能」については，「応
急手当をすること」の部
分が該当し，評価規準は
その文末を「～について
の技能を身に付けてい
る」として作成します。 

内容のまとまりごとに，
学習指導要領解説に示
されている内容の文末
を変えるなどして，単元
の評価規準を作成しま
す。 
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用などの心肺蘇生法があり，その方法について，

理解したことを言ったり書いたりしているととも

に，実習を通して胸骨圧迫，AED 使用などの心肺

蘇生法ができる。 

 

○ 思考・判断・表現の評価規準作成 

学習指導要

領 の 「 ２ 

内容」 

思考力，判断力，表現力等 

イ 傷害の防止について，危険の予測やその回避の

方法を考え，それらを表現すること。 

 

内容のまと

まりごとの

評価規準 

（例） 

思考・判断・表現 

・ 傷害の防止について，危険の予測やその回避の方

法を考えているとともに，それらを表現している。 

 

「単元の評

価規準」の

例 

思考・判断・表現 

① 傷害の防止について，それらに関わる事柄や情

報などを整理したり，個人生活と関連付けたりし

て，自他の課題を発見している。 

② 自然災害などによる傷害の防止について，習得

した知識を自他の生活に適用したり，傷害の状態

に合わせて悪化を防止する方法を見いだしたり

して，傷害を引き起こす様々な危険を予測し，回

避する方法を選択している。 

③ 傷害の防止について，自他の危険の予測や回避

の方法と，それを選択した理由などを，他者と話

し合ったり，ノートなどに記述したりして，筋道

を立てて伝え合っている。 

 

 ○ 主体的に学習に取り組む態度の評価規準作成 

学習指導要

領 の 「 ２ 

内容」 

学びに向かう力，人間性等 

※ 内容には，学びに向かう力，人間性等について

示されていないことから，保健分野の目標(3)を

参考にします。 

 
 

内容のまと

まりごとの

評価規準 

（例） 

主体的に学習に取り組む態度 

・ 傷害の防止についての学習に自主的に取り組も

うとしている。 

※ 必要に応じて学年・分野別の評価の観点の趣旨

（「主体的に学習に取り組む態度」に関わる部分）

等を用いて作成します。 

 

「思考・判断」については，
学習指導要領の内容「イ 
傷害の防止について，危
険の予測やその回避の方
法を考え，それらを表現
すること。」のうち，「危険
の予測やその回避の方法
を考え」と示している部
分が該当し，評価規準は
「傷害の防止について，危
険の予測やその回避の方
法を考えている。」として
作成します。 
 
「表現」については，「そ
れらを表現すること」と
示している部分が相当し，
評価規準は「傷害の防止
について，考えたことを
表現している」として作成
します。 

保健分野では，学習指導
要領の内容に「学びに向
かう力，人間性等」に関す
る内容が示されていない
ことから，「主体的に学習
に取り組む態度」につい
ては，保健分野の目標で
ある「生涯を通じて心身
の健康の保持増進を目指
し，明るく豊かな生活を営 

学習指導要領解説から，
「（3） 傷害の防止」の指
導内容を確認します。 

〈作成のポイント〉 

〈作成のポイント〉 

学習指導要領解説から，
「（3） 傷害の防止」の指
導内容を確認します。 

内容のまとまりごとに，学
習指導要領解説に示され
ている内容の文末を変え
るなどして，全ての単元の
評価規準を作成します。 
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「単元の評

価規準」の

例 

主体的に学習に取り組む態度 

① 傷害の防止について，課題の解決に向けての学

習に自主的に取り組もうとしている。 

 

 指導と評価の一体化に向けて（指導と評価の計画） 

保健体育では，指導する内容に関係する学校の実態，生徒の興味・関心や学習経緯を踏まえ，より

身近なものとなるように単元を設定して評価規準を作成します。そのため，各学校で単元ごとの指導

と評価の計画を立て，どの学習場面でどの評価規準をどのような方法で評価するのかを明確にし，指

導と評価の一体化を図る必要があります。【事例】を参考に，各学校で指導と評価の一体化に向けて取

り組みましょう。 

 【事例】 

 

 

 

学習評価に関する事例 

「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料  
第３編 第２章 学習評価に関する事例について 
       【国立教育政策研究所教育課程研究センター】 

 

内容のまとまりごとに，学
習指導要領解説に示され
ている内容の文末を変え
るなどして，全ての単元の
評価規準を作成します。 

む態度を養う」と示して
いる部分を参考にします。
評価規準は，保健分野の
目標である「明るく豊か
な生活を営む態度を養
う」を踏まえて，「傷害の
防止についての学習に自
主的に取り組もうとして
いる。」として作成します。 
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１ 学習評価の進め方について 

(1)  学習評価について指摘されてきた課題 

学習評価については，以下のような課題が指摘されてきました。 

 

 

 

 

 

 

教師は，上記のような課題に応えるためにも，児童生徒への学習状況のフィードバックや授業改

善に生かすという評価の機能を一層充実させる必要があります。そのためにも，学習評価の進め方

に留意し，評価の充実を図ることが必要です。 

(2) 評価の進め方及び留意点 

単元（題材）における観点別学習状況の評価の進め方及び留意点は，以下のとおりです。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    評価をする際，具体的にどのようなことに気を付ければよいですか。 

    学習評価については，これまで様々な課題が指摘されてきました。その改善のために，指 

導と評価の計画を作成し，観点別学習状況評価を計画的に進める必要があります。 

また，観点別学習状況評価を総括する際や，総括した評価を評定に総括する際には，校 

内で十分に共通理解を図り，児童生徒や保護者にも説明できるようにする必要があります。 

評 Q4 

評Ａ4 

○ 学習指導要領の目標や内容，学習指導要領解説等を踏まえて作成する。 

○ 児童生徒の実態，前単元までの学習状況等を踏まえて作成する。 

ア 単元（題材）の目標を作成する。   →評Ｑ３に関連 

イ 単元（題材）の評価規準を作成する。 →評Ｑ３に関連 

ウ 「指導と評価の計画」を作成する。 

○ ア，イを踏まえ，評価場面や評価方法等を計画する。 

○ どのような評価資料（児童生徒の反応やノート，ワークシート，作品等）を基に，「お

おむね満足できる」状況（Ｂ）と評価するかを考えたり，「努力を要する」状況（Ｃ）

への手立て等を考えたりする。 

オ 観点ごとに総括する。 

集めた評価資料やそれに基づく評価結果などから，観点ごとの総括的評価（Ａ，Ｂ，Ｃ）

を行う。 

「指導と評価の計画」に沿って観点別学習状況の評価を行い，児童生徒の学習改善や教

師の指導改善につなげる。 

・ 評価の結果が児童生徒の具体的な学習改善につながっていない。 

・ 現行の「関心・意欲・態度」の観点について，挙手の回数や毎時間ノートを取っている

かなど，性格や行動面の傾向が一時的に表出された場面を捉える評価であるとの誤

解がある。 

・ 評価の方針が教師によって異なり，学習改善につなげにくい。 

・ 教師が評価のための「記録」に労力を割かれて，指導に注力できない。 

※ 単元（題材）の目標及び評価規準の関係性については評Ｑ１参照。 

エ 授業を行い，観点別学習状況の評価を行う。 

保健体育科(共通) 
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２ 「指導と評価の計画」の作成例    

  これまでの指導計画に，観点別学習状況評価を位置付けた「指導と評価の計画」を作成することで，

単元（題材）を見通した計画的な指導と評価を行うことができ，その充実にもつなげることができま

す。「指導と評価の計画」は，教科等の特性を踏まえ，様々な様式で作成することができます。 

  

【パターン１】（中学校数学科 単元名「一次関数（全17時間）」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【パターン２】（中学校技術・家庭科 題材名「家族・家庭や地域との関わり（全６時間）」） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【パターン３】（中学校国語科 単元名「枕草子（全３時間）」） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学習評価参考資料中学校数学 p.42，中学校技術・家庭科 p.107，中学校国語 p.66 から一部抜粋） 

【「主体的に学習に取り組む態度」

の評価の方法】 

具体的な評価方法としては，ノ

ートやレポート等における記述，

授業中の発言，教師による行動観

察や児童生徒による自己評価や相

互評価等の状況を教師が評価を行

う際に考慮する材料の一つとして

用いることなどが考えられます。 

その際，各教科等の特質に応じ

て児童生徒の発達の段階や一人一

人の個性を十分に考慮しながら，

その他の観点（「知識・技能「思

考・判断・表現」）の状況や，前

時までの学習を踏まえた上で評価

を行う必要があります。 

 【「知識・技能」の評価の方法】 

児童生徒が文章による説明をし

たり，各教科等の内容の特質に応

じて観察・実験をしたり，式やグ

ラフで表現したりするなどの実際

に知識や技能を用いる場面を設け

るなど，多様な方法を適切に取り

入れていくことが大切です。 

例えばペーパーテストにおいて

知識の習得を問う問題と，知識の

理解を問う問題とのバランスの配

慮をする，求められる知識・技能

を可視化するような学習カードを

作成するなどの工夫改善が考えら

れます。 

【「思考・判断・表現」の評価の

方法】 

 児童生徒の発言内容から，問題

を見いだし，課題を設定できてい

るかを見取る必要があります。 

その際には，例えばペーパーテ

ストのみならず，学習カードやワ

ークシートを活用した論述やレポ

ートの作成，発表，グループや学級

における話合い作品の制作や表現

等の多様な活動を取り入れたり，

それらを集めたポートフォリオを

活用したりするなど評価方法を工

夫することが考えられます。 

上記のパターンのように，指導と評価の計画は各教科によ
って，様々な作成の方法がありますので，各学校の実情や児
童生徒の状況に応じて作成し，評価の充実を図ってください。 

-17-



 

３ 観点別学習状況の総括について 

  評価に係る記録の総括と評定への総括については，次のことに留意することが大切です。 

 

 

   

適切な評価の計画の下に得た，児童生徒の観点別学習状況の評価に係る記録の総括の時期としては，

単元（題材）末，学期末，学年末等の節目が考えられます。 

 

 

 

 

【例１】単元（題材）における観点別評価の総括の例  

評価結果のＡ，Ｂ，Ｃの数を基に総括する場合 

学習活動 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 
単元の

評価 

知識・技能 Ａ   Ａ Ｂ  Ｂ  ＡorＢ 

思考・判断・表現   Ｂ   Ａ  Ｃ Ｂ 

主体的に学習に 
取り組む態度  Ｂ  Ｂ  Ａ  Ｂ Ｂ 

 

 

【例２】単元（題材）における観点別評価の総括の例 

評価結果のＡを３点，Ｂを２点，Ｃを１点にするなど，数値に置き換えて総括する場合 

学習活動 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 総括 
単元の

評価 

知識・技能 ３点   ３点 ２点  ３点 ３点 14／15 点 Ａ 

思考・判断・表現   ３点   ２点  ２点 ７／９点 Ｂ 

主体的に学習に 
取り組む態度  ２点  ２点  ３点  １点 ８／12 点 Ｂ 

 

※ 例えば，総括の結果をＢとする範囲を［2.5≧平均値≧1.5］とすると，「思考・判断・表現」の平均

値は，約 2.3［（３＋２＋２）÷３］で総括の結果はＢとなる。 

（「学習評価参考資料」p.16‐17を基に作成） 

 

なお，評価の各節目のうち特定の時点に重きを置いて評価を行う場合など，【例１】，【例２】のような

平均値による方法以外についても様々な総括の方法が考えられます。 

 

４ 観点別学習状況の評価から評定への総括 

  観点別学習状況の評価から評定への総括は，各観点の評価結果をＡ，Ｂ，Ｃの組合せ，又は，Ａ，

Ｂ，Ｃを数値で表したものに基づいて総括し，その結果を小学校では３段階，中学校では５段階で表

します。 

 

 

 

 

 

 

 

中 

学 

校 

５：「十分満足できるもののうち，特に程度が高い」状況と判断できるもの 

４：「十分満足できる」状況と判断されるもの 

３：「おおむね満足できる」状況と判断されるもの 

２：「努力を要する」状況と判断されるもの 

１：「一層努力を要する」状況と判断されるもの 

・ 各学校で，総括の考え方や方法等の協議をして，共通理解を図っておく。 
・ 様々な評価方法の例を参考にしながら，各学校の実態に応じて，各学校で方法等を決定する。 

「ＡＡＢＢ」のよ
うに同数の場合
など， 総括に迷
う場合があるの
で， あらかじめ
総括の仕方を決
めておくことが
必要ですね。 

「学習評価参考資料」には，次のように，総括の方法が例示されていますので，各学校に
おける，観点別評価の総括について，評価方法を検討する際の，参考にしてください。 
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【例１】観点別学習状況の評価を数値化し，合計値で評定を決める方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例２】観点別学習状況の各観点の評価結果を点数で算出し，評定を割合で算出する方法 

 

 

 

 

 

 

 

５ 学習評価の工夫について（チェックポイント例） 

(1) 学習評価の妥当性，信頼性を高める工夫について 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  評価時期の工夫について 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  学年や学校間の円滑な接続を図る工夫の例 

 

 

 

 

 

 

 

観点別評価 合計値 評定（小学校） 評定（中学校） 

ＡＡＡ ９ 
３ ５ 又は ４ 

ＡＡＢ ８ 

ＡＢＢ 

ＡＡＣ 
７ 

２ ３ 
ＡＢＣ 

ＢＢＢ 
６ 

ＢＢＣ 

ＡＣＣ 
５ 

ＢＣＣ ４ 
１ ２ 又は １ 

ＣＣＣ ３ 

Ａ Ｂ Ｃ 

３点 ２点 １点 

観点別の達成度 ８割以上 ５割から８割 ５割以下 

小学校 ３ ２ １ 

中学校 ５又は４ ３ ２又は１ 

□ 評価について，学校として組織的かつ計画的に取り組んでいる。 

□ 評価規準や評価方法について，教師同士で検討するなどして明確にしている。 

□ 評価に関する実践事例を蓄積した上で共有し，評価結果についての検討を通じて力量向上を

図っている。 

□ 児童生徒や保護者に対し，評価に関する仕組みについて事前に説明したり，評価結果につい

て丁寧に説明したりするなど，評価に関する情報を積極的に提供し，児童生徒や保護者の理解

を図っている。 

□ 日々の授業で，児童生徒の学習状況を把握して指導に生かすことに重点を置いている。 

□ 各教科における「知識・技能」及び「思考・判断・表現」の評価の記録については，原則と

して単元や題材などのまとまりごとに，それぞれの実現状況が把握できる段階で評価してい 

□ 「主体的に学習に取り組む態度」については，粘り強い取組を行う中で，自らの学習を調整

しようとしているか意思的な側面を評価している。 

□ 学習指導要領に定められた各教科等の目標や内容の特質に照らして，複数の単元や題材など

にわたって長期的な視点で評価している。 

□ 「キャリア・パスポート」を活用し，児童生徒の学びをつなげられるようにしている。 

□ 小学校段階においては，幼児期の教育との接続を意識した「スタート・カリキュラム」を一

層充実させている。 

□ 高等学校段階においては，入学者選抜の方針や選抜方法の組合せ，調査書の利用方法，学力

検査の内容等について見直しを図っている。 

「評定」と「総括」に
おいても， 学校全体で
共通理解して進めてい
くことが大切ですね。 

評価に関する仕組みや評価結果については，保護者の理解を得ることが大切で
す。児童生徒や保護者に通知表等や保護者会で，丁寧に説明しましょう。説明をし
て理解を図ることが学習の改善や保護者からの信頼につながります。 

 自校の学習評価の工夫について，チェックポイントを活用して振り返ってみましょう。 

る。
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